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ＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution）：裁判外紛争処理 
 
 判決などの裁判によらない紛争解決方法を指し、民事調停・家事調停、訴訟上の和解、

仲裁及び行政機関や民間機関による和解、あっせんなどを意味する。このうち、（民事）調

停や訴訟上の和解は、民事訴訟手続に付随する手続として裁判所において行われるが、紛

争解決の作用面に着目して、ＡＤＲに分類されることが多い。  
 裁判による解決が法を基準として行われるのと比較すると、ＡＤＲは、必ずしも法に拘

束されず、紛争の実情に即し、条理にかなった解決を目指す点に特徴がある。  
 

「法律学小辞典（有斐閣）」より 
 
○ 仲裁  
 当事者双方が紛争の解決を第三者に委ね、その判断に従うことによって争いを解決する

ことをいう。両当事者がその旨の合意（仲裁契約）をすれば、司法裁判所に出訴する権利

を失うことになる。  
 
○ 調停  
 紛争を解決するため、第三者が当事者間を仲介し、双方の互譲に基づく合意によって紛

争の処理を図ることをいう。当事者による自主的解決に比重の置かれる「あっせん」に比

べると、調停機関が積極的に当事者間に介入し、紛争解決の実質的内容についてもイニシ

アティブをとってリードしていく。  
 
○ あっせん（斡旋）  
 紛争の当事者間の交渉が円滑にいくように、その間に入って仲介する行為の一切をいう。

「調停」と比較すると、「あっせん」は、当事者間による自主的解決の援助、促進を主眼と

するもので、当事者の自主性に比重が置かれているという点に差がある。  
 

「公害紛争処理法解説（一粒社）」より 
 
 
 

（司法制度改革推進本部「ＡＤＲ検討会」第１回配布資料より） 
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民事訴訟手続とＡＤＲとの比較 

 民 事 訴 訟 手 続 Ａ Ｄ Ｒ 
手続を主宰

する構成員 
裁判官に限定 裁判官に限定されない 

（→各分野の専門家の活用が可能） 
手続の公開 公開 非公開 

（→プライバシーや営業・技術の秘密に関わ

る紛争を非公開の手続により解決可能） 
紛争の解決

基準 
実体法 
（→和解による解決以外は、法律上の権利義

務の存否の確認、義務履行の命令に限られる）

実体法にとらわれない 
（→実体法以外の条理にかなった解決基準を

採用し、紛争の実情に即した解決が可能） 
事実の存否

に対する判

断 

事実の存否を一義的に確定する必要 
（→和解による解決以外では、心証が灰色で

あるときにも、証明責任によってその存否を

確定） 

必ずしも事実の存否を一義的に確定する必要

はない（→心証の度合いに応じた柔軟な解決

が可能） 

利害関係人

の参加 
（判断の対象が当事者間の権利関係に限定さ

れるため） 
和解によらない限り、当事者間のみの紛争を

解決 

（判断の対象が当事者の権利関係に限定され

ないため） 
利害関係を持つ者を広く参加させることによ

り、紛争の全体的解決が可能 
相手方の応

答義務 
応訴の負担を負う 
（→被告が応訴しない場合にも強制力を有す

る） 

応答義務はない 
（→当事者間の契約上、紛争が生じた場合に

はＡＤＲによる紛争解決に応じる旨をあらか

じめ定めておくことが考えられる） 
解決結果の

履行確保 
確定判決は債務名義（※１）となる 
（→債務名義に基づいて強制執行が可能） 

解決結果は原則として債務名義とはならない

（※２） 
（→債務の履行を確保するためには、解決結

果に基づいて公正証書を作成しておく等の措

置が考えられる） 
手続に必要

な費用 
（法律専門家による十分な主張・立証活動や

専門家による鑑定が必要な場合があり） 
申立費用の他に弁護士費用や鑑定費用が必要

（※３） 

（法律専門家に頼らずに、当事者自らの手で

紛争を解決しうるため） 
原則として弁護士費用や鑑定費用は不要 

 
※１ 債務名義とは、国の強制力によって執行されるべき請求権の存在及び範囲を表示し、かつ、法律により

執行力を付与された公正の文書である。 
 
※２ 債務名義とは、国の強制力によって執行されるべき請求権の存在及び範囲を表示し、かつ、法律により

執行力を付与された公正の文書である。民事調停手続における調停調書は、債務名義としての効力を有す

る。また、仲裁手続における仲裁判断についても債務名義としての効力を有するが、仲裁判断に基づいて

強制執行を行うためには、その仲裁判断に基づく強制執行を許可することを宣言した執行決定を得なけれ

ばならない。  
 
※３ 新民事訴訟法（平成１０年施行）により新設された簡裁の少額訴訟制度では、６０万円以下の少額な請

求は、弁護士に頼らず、容易に当事者自らの手で訴訟を行うことができる。  
（参考文献） 小島武司・伊藤眞編「裁判外紛争処理法」有斐閣 

（司法制度改革推進本部「ＡＤＲ検討会」第１回配布資料を一部修正） 
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ＡＤＲの分類（例） 
 
 
＜手続構造に着目した分類＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜設営機関に着目した分類＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（司法制度改革推進本部「ＡＤＲ検討会」第１回配布資料より） 
 

 
 
紛争の解決を図るため、当事者間の合意

を調達しようとするもの 
（例）民事調停 
   裁判上の和解 
   調停・あっせん 等 

調整型 
 
 
あらかじめ第三者の審理・判断に従うと

いう一般的合意の下に手続を開始させ

るもの 
（例）裁定 

仲裁 等 

裁断型 

 
 
裁判所内で行われるもの 
（例）民事調停・家事調停 
   裁判上の和解 

 
 
独立の行政委員会や行政機関

等が行うもの 
（例）公害等調整委員会 
   建設工事紛争審査会

（中央・地方） 
   国民生活センター 等 

 
 
民間組織や弁護士会、業界団

体等が運営するもの 
（例）国際商事仲裁協会 
   弁護士会仲裁センター 
   各種ＰＬセンター 等 

司法型 行政型 民間型 
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主な ADR（裁判外紛争処理）機関 

（順不同） 

 
司 法 型 

・民事調停  
・家事調停  
 
行 政 型  

・公害等調整委員会  
・中央労働委員会  
・船員労働委員会  
・中央建設工事紛争審査会  
・公正取引委員会  
・人事院  
・特許庁  
・海難審判庁  
・電波監理審議会  
・国税不服審判所  
・証券取引等監視委員会  
・総務省管区行政監察局（例：関東管区行政監察局）  
・法務局人権擁護部（例：東京法務局人権擁護部）  
・国民生活センター（消費者苦情処理専門委員会）  
・公害審査会（例：東京都公害審査会）  
・地方労働委員会（例：東京都地方労働委員会）  
・人事委員会（例：東京都人事委員会）  
・建設工事紛争審査会（例：東京都建設工事紛争審査会）  
・東京都都市計画局建設指導部建築紛争調停委員会及び建築紛争調整室  
・収用委員会（例：東京都収用委員会）  
・開発審査会（例：東京都開発審査会）  
・消費生活センター等（例：東京都消費生活総合センター）  
・消費者被害救済委員会（例：東京都消費者被害救済委員会）  
・苦情処理委員会等（例：都道府県、政令市の苦情処理委員会等）  
 
民 間 型 

・(社)国際商事仲裁協会  
・(社)日本海運集会所  
・(財)交通事故紛争処理センター  
・(財)日本クレジットカウンセリング協会  
・(財)不動産適正取引推進機構  
・医薬品ＰＬセンター  
・化学製品ＰＬ相談センター  
・ガス石油機器ＰＬセンター  
・家電製品ＰＬセンター  
・(財)自動車製造物責任相談センター  
・住宅部品ＰＬセンター  
・消費生活用製品ＰＬセンター  
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・生活用品ＰＬセンター  
・清涼飲料相談センター  
・日本化粧品工業連合会ＰＬ相談室  
・防災製品ＰＬセンター  
・(社)日本訪問販売協会  
・(社)東京都貸金業協会  
・(社)東京銀行協会東京手形交換所不渡手形専門委員会  
・東京穀物商品取引所紛議調停委員会  
・(社)日本証券業協会  
・クリーニング賠償問題協議会  
・東京都歯科医師会医事処理部委員会  
・(社)東京都宅地建物取引業協会不動産相談所  
・(財)不動産適正取引推進機構  
・(社)日本広告審査機構  
 
・第二東京弁護士会仲裁センター  
・大阪弁護士会総合法律相談センター  
・新潟県弁護士会示談斡旋センター  
・東京弁護士会あっせん・仲裁センター  
・広島弁護士会仲裁センター  
・横浜弁護士会あっせん・仲裁センター  
・第一東京弁護士会仲裁センター  
・埼玉弁護士会示談あっせんセンター  
・岡山仲裁センター  
・名古屋弁護士会あっせん・仲裁センター  
・(財)日弁連交通事故相談センター  
・日本知的財産仲裁センター  
・紛議調停委員会（例：東京弁護士会紛議調停委員会）  
 
（主要参考文献）  
小島武司・伊藤眞編（１９９８）「裁判外紛争処理法」  
判例タイムズ臨時増刊Ｎｏ．７２８（１９９０）「裁判外紛争処理機関の現状と展望」  
「消費者契約法（仮称）の制定に向けて」（国民生活審議会消費者政策部会報告）（１９９９）  
国際仲裁研究会「国際仲裁研究会報告書」（１９９９） など 
 
 

（司法制度改革推進本部「ＡＤＲ検討会」第１回配布資料より） 
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ＡＤＲ関連の制度整備の現況 
【民間型ＡＤＲ】 
 
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が平成 16 年に制定され、本年４月１日から施行。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【行政型ＡＤＲ（時効中断効があるものの例）】 
 

機関名 根拠法 対象事案 紛争処理方法 
公害等調整委員

会・都道府県公

害審査会 

公害等調整委員会設置法（昭

和 47 年法律第 52 号）・ 
公害紛争処理法（昭和 45 年

法律第 108 号） 
（裁定手続は昭和 47 年改正

で追加） 

公害に係る紛争 あ っ せ ん ・ 調

停・仲裁・裁定

建設工事紛争審

査会 
建設業法（昭和 24 年法律第

100 号） 
（紛争処理については昭和

31 年改正で追加） 

建設工事の請負契

約に関する紛争 
あ っ せ ん ・ 調

停・仲裁 

紛争調整委員会 個別労働関係紛争の解決の

促進に関する法律（平成 13
年法律第 112 号） 

労働条件その他労

働関係に関する事

項についての個々

の労働者と事業主

との間の紛争 

あっせん 

 

裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律
（平 成 1 6 年 法 律 第 1 5 1 号 ）の 概 要

民
間
紛
争
解
決
業
務
の
認
証
制
度
（
申
請
は
任
意
）

① 認 証 業 務 で あ る こ
と の 独 占 表 示

② 専 門 家 に よ る 裁 判
外 紛 争 解 決 手 続 の
実 施

③ 裁 判 外 紛 争 解 決
手 続 の 申 立 て に よ
る 時 効 の 中 断

④ 裁 判 外 紛 争 解 決
手 続 を 行 う 場 合 の
訴 訟 手 続 の 中 止

⑤ 離 婚 協 議 等 の 調
停 前 置 原 則 の 不 適
用

国 民 に 「手 続 の 選 択
の 目 安 」を 提 供

専 門 家 が 活 用 で き
る 体 制 の 充 実

時 効 に よ っ て 権 利 を
失 う こ と 等 の 不 利 益
を 心 配 す る こ と な く 、
裁 判 外 紛 争 解 決 手
続 で の 和 解 交 渉 を
行 う こ と が で き る 環
境 の 整 備

裁 判 外
紛 争 解
決 手 続
を 拡 張 ・
活 性 化

国
民
の
多
様
な
紛
争
解
決
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
裁
判
以
外
で
の
紛
争
の
解
決

を
促
進

※ 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 施 行

※ 独 立 行 政 法 人 を 含 む 行 政 型 A D R 機 関 に は 適 用 さ れ な い 。
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